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「金を売った場合の税金」 

金の売却に伴う所得については

「譲渡所得」という扱いになりま

す。譲渡といっても不動産、株式

等の「分離課税」とは違い、他の 

所得と合算して「総合課税」という計算方法をとり

ます。金の譲渡所得はその保有期間が 5 年を超える

かどうかで変わってきます。いずれの場合も 50 万

円の特別控除がありますので、売った値段と買った

値段の差額（もうけ）が 50 万円以下であれば税金

はかかりません。また、50 万円を超える部分は税金

の対象になるのですが、保有期間が 5 年を超えると

きはその「もうけ」を 1/2 して計算を行います。上

記により算出した金額を他の所得と合算したうえ

で税額計算をしますので、他の給与等の金額により

最終的な税金の額は変わってきます。 

経済産業省認定経営革新等支援機関 

〒430-0906 浜松市中央区住吉二丁目 14 番 24 号   

 TEL:053-472-2204（代表） / FAX:053-472-5170 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:maruno-kaikei@maruno.com 

 
税理士 丸野┃ 検 索 ＨＰはこちら→  
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今月の商売のヒント：【健康を守る経営】 

２０２５年は気候のリズムが例年以上に乱れ、春の桜は早く咲き、

夏は記録的な猛暑、秋はあっという間に駆け抜けました。当然のこ

とながら自然の変化は暮らしだけでなく、少なからずビジネスにも

影響しました。業務やスケジュールが左右され、エアコンの電気代

や物流のコストなどが重くのしかかり、変化に合わせた選択や行動

が経営の安定に不可欠でした。小さな判断や工夫の積み重ねが結果

として会社を支えることを実感し、経営者として重要な学びにもな

ったのではと思います。大変な年ではありましたが、変動の多い１

年を通じて「社員も経営者も対応力を磨くチャンスに恵まれた」と

前向きに捉えたいところです。さて、年の瀬の今こそ振り返りたい

のは「今年うまく機能した柔軟さ」と「来年に持ち越す課題」です。

特にこれからの時代、従業員の働きやすさや健康をどう支えるか

は、会社の規模や業種を問わず考えておきたいテーマです。フレッ

クスタイム制など勤務時間の調整や休憩の取り方、オンライン会議

の導入、オフィス環境の快適さなど、日 

常のちょっとした工夫が集中力や体調の 

維持に役立つでしょう。こうした配慮は 

単なる福利厚生にとどまらず、社員の安 

心感や定着率、取引先からの信頼にもつ 

ながります。人材確保が難しい時代だか 

らこそ「健康を守る経営」は企業の信用力を支える重要な要素にな

ると思います。時代の変化は避けられません。気候や社会の揺らぎ

を「リスク」と捉えるだけでなく、挑戦や改善の「機会」として受

け止め、自分たちのリズムに変えていくためにはどうしたら良い

か？そんなことを自問自答しながら迎える年の瀬です。 
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今月のマメ知識：【一獲千金の税務処理はお忘れなく】 

一獲千金には夢がありますが、その後の税務処理を怠ると大きなリスクとなります。競馬や競輪などの公営競

技の払戻金は、原則として一時所得に分類されます。例えば趣味で馬券を購入する一般の愛好家の場合、外れ 

馬券代は必要経費としては認められず、当たり馬券代だけが控除の対象となります。 

年間 50 万円までの払戻金は申告する必要はありませんが、払戻金から当たり馬券代 

を差し引いた残額が 50万円を超えると、その超過分の半額が課税対象となります。 

一方、自動購入ソフトなどを用いて網羅的に購入し、継続的かつ営利目的で取り引き 

していた場合は雑所得に該当します。このような場合には、外れ馬券代も経費算入が 

認められると裁判所が判断しました。また国税庁は、ネット購入履歴の蓄積データを

通じて課税の適正化を進めており、国の行政機関である会計検査院も高額払戻しの未申告を課題と指摘して

います。宝くじが非課税であるのと対照的に、公営ギャンブルでは夢と税負担が表裏一体にありますね。 

来る１月９日は「クイズの日」。そこでさっそくク

イズです。この記念日は、どんな語呂合わせで１

月９日になったのでしょうか？なかなかの難問で

すが、実は室町時代の臨済宗の僧侶で、とんちで

有名な「一休さん」にちなんで制定されたのだと

か。近年はクイズブームといわれ、テレビでも

YouTube などのインターネット配信でも、さまざ

まなクイズ番組が放映されています。またクイズ

番組ではなくても、バラエティー番組でも教養番

組でも「クイズ」を見かけない日はないほど・・・。

もしかしたら「もう飽きちゃった」なんて方もい

らっしゃるかもしれません。そんな方はぜひ「作

問」にチャレンジしてみてください。一休さんよ

ろしくとんちの利いたクイズができ上がる頃に

は、脳のひらめき力もアップしているはずです！

クイズは解いても作っても、記憶力・注意力・思

考力・創造力・判断力などが鍛えられる優れもの。

記念日には、楽しく「脳トレ」してみませんか。 
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気持ちにゆとりが生

まれ、旅行などのレジ

ャーを楽しむのに良

い運勢。心身のリフレ

ッシュにも最適です。 

順調に進んでいたこ

とが停滞しやすい月

ですが、明るさを忘れ

ずにいると助けの手

が差し伸べられそう。 

社交運が活発なもの

の信用を失わないよ

う言動は慎重に。節度

ある行動を心掛けれ

ばさらに運気ＵＰ！ 

向上心や活動意欲が

増しますが、月の前半

は慎重に歩を進めま

しょう。後半は物事が

スムーズに運びます。 


